
医療 DX 推進体制整備について 

 

当ステーションでは、医療 DX 推進体制整備について下記 の対応

を⾏っております。 

 

①オンライン請求を令和６年 1 2 ⽉から開始いたします。  

②オンライン資格確認を⾏う体制を令和６年 1 2 ⽉から整備し有し

ています。  

③オンライン資格確認を利⽤して取得した情報を、オンライ ン請求

で利⽤していきます。  

④マイナンバーカードの健康保険証の利⽤について、無理のない範

囲でお声掛けをさせていただいております。  

⑤医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の⾼い医療を実施 する

ための⼗分な情報を取得し、活⽤を⾏うことについて当 ステーショ

ンの⾒やすい場所と、ウェブサイトでの掲載を⾏ っています。 


